
〇介護保険適⽤による利⽤者負担分（１⽇につき）
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本料⾦ \829 \904 \967 \1,024 \1,079
栄養マネジメント加算

Ａ 在宅復帰⽀援機能加算
夜勤職員配置加算

サービス提供体制加算
合計（１⽇につき） \885 \960 \1,023 \1,080 \1,135

⽉額利⽤料（３０⽇計算） \26,550 \28,800 \30,690 \32,400 \34,050
※⽉額利⽤料は概算です。利⽤者様によって、下記の加算が発⽣します。
※利⽤者様の容態により、下記加算以外のものが発⽣することがあります。

〇介護保険適⽤外の利⽤者負担分（１⽇につき）
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

⾷費
Ｂ 居住費

⽇⽤品費
合計（１⽇につき）

⽉額利⽤料（３０⽇計算）
※⽉額利⽤料は概算です。利⽤者様によって、下記の加算が発⽣します。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

Ａ＋Ｂ ⽉額利⽤料合計
（利⽤者様負担合計） \110,250 \112,500 \114,390 \116,100 \117,750

※介護保険適⽤分と介護保険適⽤外分の合計です。

【その他加算】⼀例
初期加算 30円/⽇

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 244円/回

※加算のある場合は、⽉額利⽤料合計（A+Ｂ)に加算されます。

【その他保険適⽤外料⾦】
教養娯楽費 120円/⽇
電気代 80円/⽇

私物洗濯物（⼤） 155円/枚
私物洗濯物（中） 105円/枚
私物洗濯物（⼩） 55円/枚

※加算のある場合は、⽉額利⽤料合計（A+Ｂ)に加算されます。

タオルケット、バスタオル、セーター、ズボン等
パジャマ上・下、下着、パンツ、ももひき等
タオル、くつ下、ハンカチ等

経⼝移⾏加算 28円/⽇
経⼝による⾷事摂取を進めるための計画書を作成
した際に加算されるものです。

習字、⽣け花、茶道、塗り絵、ドリルなどの材料費
持ち込み電気器具 1台に付き

経⼝維持加算Ⅰ・Ⅱ 406円・101円/⽉
経⼝による継続的な⾷事摂取を進めるための計画書
を作成した際に加算されるものです。

\2,000
\670
\120
\2,790
\83,700

⼊所⽇から30⽇間に限って加算されるものです。

療養⾷加算 18円/⽇
医師より疾患治療⽬的のために発⾏された⾷事箋に
対する加算です。（糖尿病⾷・腎臓病⾷など）
集中的なリハビリを実施した際に加算されるものです。
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⼊所利⽤料⾦表（多床室）※１割負担の場合
2018年7⽉1⽇現在

\14
\0
\24



〇介護保険適⽤による利⽤者負担分（１⽇につき）
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本料⾦ \749 \821 \884 \940 \996
栄養マネジメント加算

Ａ 在宅復帰⽀援機能加算
夜勤職員配置加算

サービス提供体制加算
合計（１⽇につき） \805 \877 \940 \996 \1,052

⽉額利⽤料（３０⽇計算） \24,150 \26,310 \28,200 \29,880 \31,560
※⽉額利⽤料は概算です。利⽤者様によって、下記の加算が発⽣します。
※利⽤者様の容態により、下記加算以外のものが発⽣することがあります。

〇介護保険適⽤外の利⽤者負担分（１⽇につき）
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

⾷費
Ｂ 居住費

⽇⽤品費
特別室料

合計（１⽇につき）
⽉額利⽤料（３０⽇計算）
※⽉額利⽤料は概算です。利⽤者様によって、下記の加算が発⽣します。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

Ａ＋Ｂ ⽉額利⽤料合計
（利⽤者様負担合計） \170,850 \173,010 \174,900 \176,580 \178,260

※介護保険適⽤分と介護保険適⽤外分の合計です。

【その他加算】⼀例
初期加算 30円/⽇

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 244円/回

※加算のある場合は、⽉額利⽤料合計（A+Ｂ)に加算されます。

【その他保険適⽤外料⾦】
教養娯楽費 120円/⽇
電気代 80円/⽇

私物洗濯物（⼤） 155円/枚
私物洗濯物（中） 105円/枚
私物洗濯物（⼩） 55円/枚

※加算のある場合は、⽉額利⽤料合計（A+Ｂ)に加算されます。
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⼊所利⽤料⾦表（従来型個室）※１割負担の場合
2018年7⽉1⽇現在

\14
\0
\24

集中的なリハビリを実施した際に加算されるものです。

\2,000
\1,690
\120
\1,080
\4,890
\146,700

⼊所⽇から30⽇間に限って加算されるものです。

療養⾷加算 18円/⽇
医師より疾患治療⽬的のために発⾏された⾷事箋に
対する加算です。（糖尿病⾷・腎臓病⾷など）

経⼝維持加算Ⅰ・Ⅱ 406円・101円/⽉
経⼝による継続的な⾷事摂取を進めるための計画書
を作成した際に加算されるものです。

経⼝移⾏加算 28円/⽇
経⼝による⾷事摂取を進めるための計画書を作成
した際に加算されるものです。

習字、⽣け花、茶道、塗り絵、ドリルなどの材料費
持ち込み電気器具 1台に付き
タオルケット、バスタオル、セーター、ズボン等
パジャマ上・下、下着、パンツ、ももひき等
タオル、くつ下、ハンカチ等



〇介護保険適⽤による利⽤者負担分（１⽇につき）
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本料⾦ \833 \908 \971 \1,028 \1,083
栄養マネジメント加算

Ａ 在宅復帰⽀援機能加算
夜勤職員配置加算

サービス提供体制加算
合計（１⽇につき） \935 \1,010 \1,073 \1,130 \1,185

⽉額利⽤料（３０⽇計算） \28,050 \30,300 \32,190 \33,900 \35,550
※⽉額利⽤料は概算です。利⽤者様によって、下記の加算が発⽣します。
※利⽤者様の容態により、下記加算以外のものが発⽣することがあります。

〇介護保険適⽤外の利⽤者負担分（１⽇につき）
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

⾷費
Ｂ 居住費

⽇⽤品費
特別室料

合計（１⽇につき）
⽉額利⽤料（３０⽇計算）
※⽉額利⽤料は概算です。利⽤者様によって、下記の加算が発⽣します。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

Ａ＋Ｂ ⽉額利⽤料合計
（利⽤者様負担合計） \184,950 \187,200 \189,090 \190,800 \192,450

※介護保険適⽤分と介護保険適⽤外分の合計です。

【その他加算】⼀例
初期加算 30円/⽇

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 244円/回

※加算のある場合は、⽉額利⽤料合計（A+Ｂ)に加算されます。

【その他保険適⽤外料⾦】
教養娯楽費 120円/⽇
電気代 80円/⽇

私物洗濯物（⼤） 155円/枚
私物洗濯物（中） 105円/枚
私物洗濯物（⼩） 55円/枚

※加算のある場合は、⽉額利⽤料合計（A+Ｂ)に加算されます。

\2,000

⼊所利⽤料⾦表（ユニット個室）※１割負担の場合

\14
\46
\24
\18

2018年5⽉1⽇より

経⼝維持加算Ⅰ・Ⅱ 406円・101円/⽉
経⼝による継続的な⾷事摂取を進めるための計画書
を作成した際に加算されるものです。

\2,030
\120
\1,080
\5,230
\156,900

⼊所⽇から30⽇間に限って加算されるものです。

療養⾷加算 18円/⽇
医師より疾患治療⽬的のために発⾏された⾷事箋に
対する加算です。（糖尿病⾷・腎臓病⾷など）
集中的なリハビリを実施した際に加算されるものです。

タオルケット、バスタオル、セーター、ズボン等
パジャマ上・下、下着、パンツ、ももひき等
タオル、くつ下、ハンカチ等

経⼝移⾏加算 28円/⽇
経⼝による⾷事摂取を進めるための計画書を作成
した際に加算されるものです。

習字、⽣け花、茶道、塗り絵、ドリルなどの材料費
持ち込み電気器具 1台に付き


